
○島根県警察職員リフレッシュ休暇制度実施要綱

（平成３年３月25日島警第124号県警察本部長例規通達）

第１ 趣旨

この要綱は、島根県警察職員（現に島根県警察に勤務する職員をいう。以下「職員」

という。）が心身のリフレッシュ及び自己啓発を図るため、計画的に取得する年次有給

休暇（以下「リフレッシュ休暇」という。）制度の取扱いについて、必要な事項を定め

るものとする。

第２ リフレッシュ休暇の性格

リフレッシュ休暇は、職員の休日及び休暇に関する条例（昭和27年島根県条例第10号）

第５条に規定する年次有給休暇をもって充てるものとする。

第３ リフレッシュ休暇の種類、対象職員、日数及び実施時期

リフレッシュ休暇の種類、対象職員、日数及び実施時期は、別表のとおりとする。

第４ 職員の心得

⑴ 職員は、リフレッシュ休暇の取得に当たっては、制度の趣旨を認識し、積極的に

活用するものとする。

⑵ 職員は、リフレッシュ休暇を取得しようとするときは、島根県警察職員の服務に

関する訓令（平成10年島根県警察訓令第24号）第22条に規定する休暇願届カードに

リフレッシュ休暇の種類を記載して所属長に届け出るものとする。

第５ 所属長の措置

⑴ 所属長は、リフレッシュ休暇の効果的な運用に努めるとともに、実施計画を策定

するなど職員が休暇を円滑かつ公平に取得できるよう配意しなければならない。

⑵ 所属長は、職員から前記⑴の届出があった場合において、業務運営上の支障があ

ると認めるときは、実施時期の変更など必要な調整を行うものとする。



別表（第３関係）
リフレッシュ休暇制度の種類、対象職員、日数及び実施時期

種 類 対 象 職 員 日 数 実 施 時 期

１ メモリアル休暇
⑴ 誕生休暇 ○全職員 １日 誕生日の前後１週間以内
⑵ 結婚記念休暇 ○全職員 １日 結婚記念日の前後３か月以内

２ 夏期休暇 ○全職員 ６日以内 ６月から10月までの間

３ 功労休暇
⑴ 表彰休暇 ○次の表彰を受けた職員 ５日以内 表彰を受けた日から３か月以内

・全国優秀警察職員表彰
・全国優良警察職員表彰
・管区優秀警察職員表彰
・優秀職員表彰（警察本部長賞詞）
・術科等功労者表彰（警察本部長賞詞）
・警察庁主催各種競技大会成績優秀者表彰（警察本部長賞詞）
・「県民の警察官」表彰
・地域開発賞
・事件検挙等警察本部長賞詞

⑵ ヘルシー休暇 ○長期捜査等に従事した職員 ５日以内 長期捜査等の終了後、所属長が指定する
日から２か月以内

４ フレックス休暇 ○全職員 ７日以内 スポーツ、レクリエーション、旅行、各
種資格取得、その他余暇活動を行うため
に必要な時期

５ 永年勤続休暇 ○次の勤続年数の職員
勤続10年 ５日以内 勤続年数に達した日から１年以内
勤続20年 ７日以内 〃
勤続30年 10日以内 〃

６ 宿明け休暇 ○宿直勤務に従事した職員 宿直ごと 宿直翌日の勤務日
に１日以
内


